
●山梨県教育委員会の処分一覧（令和４年度） 

 

１．地方公務員法上の懲戒処分 

 

処分年月日 

所属先等 

職 名 

年 齢 

 

処分量定 

 

事  案  の  概  要 

R4.9.7 

県立学校 

教諭（期間採用） 

20歳代 男 

戒告 

被処分者は、児童生徒との間でソーシャルネットワーキ

ングサービス（SNS）を用いた私的なやりとりを行うことが

県教育委員会で禁止している行為であると認識しながら、

令和4年3月から特定の生徒複数名との間でSNSを用いて

私的なやりとりを行っていた。 

R4.10.19 

県立学校 

会計年度任用職員 

60歳代 男 

戒告 

被処分者は、校内において枯れ葉を焼却処理していたと

ころ、火が近くの立木に燃え移り、県のネットワーク回線

等を損傷させた。 
また、生徒がグラウンドに避難し、更には、消防や警察

が出動する事態を引き起こした。 

R4.12.7 

県立学校 

実習助手（期間採用） 

20歳代 男 

懲戒免職 

被処分者は、18歳未満の児童に対しみだらな性行為をし

たとして、「青少年保護育成のための環境浄化に関する条

例」違反容疑で逮捕され、県教育委員会の事情聴取におい

て、逮捕容疑の内容が事実であることを認めた。 

 


